
ニガヨモギ抽出物

1.食品添加物名
　ニガヨモギ抽出物(ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルベンを主成分とするものを
いう。)

2.基原、製法、本質
　キク科二ガヨモギ( Artemisia absinthium L.)の全草より、水又は室温時エタノールで抽
出して得られたものである。主成分はセスキテルペン( アブシンチン等)である。

3.主な用途
　苦味料等

4.安全性試験成績の概要
(1)反復投与試験
　Wistar ラットを用いた混餌(0.125、0.5、2 %)投与による 13 週間の反復投与試験におい
て、いずれの投与群においても死亡動物は認められず、体重増加量、血液学的及び血清学的
検査、臓器重量測定及び病理組織学的検査において被験物質投与に起因した変化は何ら認め
られない。1）
(2)遺伝毒性試験
　細菌(TA98、TA100、TA1535、TA1537、WP2urA/pKM101) を用いた復帰突然変異試験
は、5000 m g/plate まで試験されており、代謝活性化の有無にかかわらず陰性であった。2
）
　ほ乳類培養細胞(CHL/IU)を用いる染色体異常試験は、5000 m g/plateまで試験されてお
り、短時間処理法の代謝活性化のない条件下において、用量依存性に染色体異常の誘発が認
められた。3）
　マウスを用いた小核試験は、2000mg/kg まで試験されており、いずれの用量においても小
核誘発性は認められなかったことから、陰性と判断した。4）
　ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験において陽性結果が報告されているが、十分高用
量まで試験したげっ歯類を用いる小核試験において陰性であったことを考慮すると、in vitro
で見られた染色体異常誘発性が生体内で発現するとは考え難い。従って、本剤は生体におい
て問題となる遺伝毒性を発現するものではないと考える。
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